
　岬町教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

　　令和８年３月３０日 

 

岬町教育委員会　 

教育長　古　橋　重　和 

 

岬町教育委員会規則第１号 

 

　　　岬町教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則 

 

岬町教育委員会事務局処務規則（平成２１年岬町教育委員会規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条指導課の項中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

(7)　教育支援センターに関すること。 

　　　附　則 

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。


